
 

鹿児島県豚熱等対策本部会議 
 

 

 

         日時：令和８年４月９日(木)  

午後５時半から 

場所：行政庁舎 ５階 庁議室 
 

 

 

会 次 第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 県民の皆様へ 

 

３ 協議事項 

 

宮崎県の養豚場における豚熱疑い事例の発生について 

 

４ 閉 会 
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県民の皆様へ 
 
 

本日、４月９日、宮崎県都城市の養豚場で、豚熱疑い
事例の発生が確認されました。 

確認された場所が、鹿児島県との県境から約５キロメ
ートル地点となっております。 

 
本県においては、同日中に、今回の発生状況を県内の

養豚場や関係団体に周知し、確認地点から半径１０㎞圏
内の２農場について、異常がないことを確認しました。 

 
また、県内の全ての養豚場に、異常の有無及び防護柵

の再点検など飼養衛生管理基準の順守徹底を改めて指導
しているところです。 

 
県職員・関係者が一丸となり、これまで以上に高い防

疫意識を持って、豚熱の農場への侵入防止対策に引き続
き万全を期してまいります。 

 
なお、県内のすべての養豚場において、豚熱ワクチン

を接種していますので、豚の移動制限区域や搬出制限区
域の設定はありません。 
 

豚熱は、豚、イノシシの病気であり、人に感染するこ
とはありません。 
 

また、豚肉の摂取により、豚熱が人に感染することは
世界的に報告されていません。 

 
県民の皆さまにお願いです。 
 
アウトドアレジャーやお仕事で山へ立ち入った際には、

ウイルスの拡散を防ぐためにその場で泥を落としてくだ
さるようお願いします。 

 
また、肉を含む食品を野外で捨てることや、家畜がい

る施設に近寄ることがないようご協力お願いします。 
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宮崎県の養豚場における豚熱疑い事例の発生について 

 

令和８年４月９日 

家畜防疫対策課 

 

１ 経緯  

（１）発生農場の概要 

場所    都城市（※本県県境から約５km） 

飼養頭数  約５,５００頭 

 

（２）宮崎県の対応 

４月８日  当該農場から死亡豚増加の通報 

都城家畜保健衛生所が緊急立ち入りし、病性鑑定を実施したと

ころ、豚熱を疑う所見を確認。死亡豚について病性鑑定 

４月９日  宮崎家畜保健衛生所による豚熱ウイルスの遺伝子検査で陽性を

確認 

疑い事例の発生について、プレスリリース発出 

県対策本部会議の開催 

国における確定検査（遺伝子検査）の実施 

２ 発見場所から半径10ｋｍ圏内の本県の養豚場（戸数、頭数） 

・農 場 数：２戸 

・飼養頭数：約15,200頭 

３ 本県の防疫対応  

（１）県豚熱対策本部会議の開催（４月９日） 

（２）感染確認地点から概ね半径 10ｋｍ圏内の２農場については、異状がないこ

とを確認済み 

（３）県内全ての養豚場や猟友会、関係機関・団体に対して、メールマガジンや

FAX等にて発生情報の周知 

（４）電話にて県内全ての養豚場における異状の有無の確認及び防護柵の再点検

など飼養衛生管理基準の遵守徹底を改めて指導するとともに、防疫対策の徹

-4-



底について通知文書を発出する 

（５）県豚熱等緊急防疫対策会議の開催（４月10日予定） 

（６）県境２市１町の全養豚場（72 農場）における緊急消毒の命令及び消毒薬の

緊急配布 

（７）登山・キャンプ・サイクリング等のアウトドアレジャーを楽しむ皆様への

協力依頼 

 

※ なお、県内全ての養豚場において、豚熱ワクチンを接種しているため、国

の「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、豚の移動制限や搬出

制限は行わない 
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